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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月15日に提出した第15期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

 

第一部【企業情報】 
 

第４【提出会社の状況】 
 

３【配当政策】 

（訂正前） 

 当社グループは、当社グループの事業ステージについて、前事業年度からを事業の「拡大期」と位置付けて

おります。当連結会計年度につきましても、人員の増強、既存事業及びメディアの強化、新規事業への投資を

積極的に行ってまいりました。そのため、当連結会計年度の利益配分につきましても、全額を内部留保に充当

する予定であります。 

 しかしながら、株主の皆様に対する利益還元については、当グループの重要課題として認識しており、配当

や内部留保による既存事業及びメディアの強化、新規事業への投資を通じて、株主利益を最大化するべく、機

動的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

（訂正後） 

 当社グループは、当社グループの事業ステージについて、前事業年度からを事業の「拡大期」と位置付けて

おります。当連結会計年度につきましても、人員の増強、既存事業及びメディアの強化、新規事業への投資を

積極的に行ってまいりました。そのため、当連結会計年度の利益配分につきましても、全額を内部留保に充当

する方針といたします。 

 しかしながら、株主の皆様に対する利益還元については、当グループの重要課題として認識しており、配当

や内部留保による既存事業及びメディアの強化、新規事業への投資を通じて、株主利益を最大化するべく、機

動的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当社は、「取締役会の決議により、９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

(1）コーポレート・ガバナンスについての基本姿勢   （略） 

(2）コーポレート・ガバナンスの実施体制及び取組み  （略） 

(3）役員報酬及び監査報酬              （略） 

 

（訂正後） 

(1）コーポレート・ガバナンスについての基本姿勢   （略） 

(2）コーポレート・ガバナンスの実施体制及び取組み  （略） 

(3）役員報酬及び監査報酬              （略） 

(4）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。 

(5）取締役の定数 

 当社の取締役は３名以上７名以下とする旨定款に定めております。 

(6）取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

(7）自己株式の取得 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した資本政策を機動的に遂行す

ることを目的とするものであります。 

 




